
取手北相馬休日夜間診療所
取手市野々井１９２６番地

（取手北相馬保健医療センター医師会病院内）
☎０２９７－７８－６１１１
※必ず事前に医療機関に電話をしてください。
診療時間　土曜日：17 時～翌朝 9 時
　　　　　日曜祝日・年末年始：9 時～翌 9 時

休日・夜間の受診が必要なとき

お 知 ら せ

利根町役場
〒 300-1696

茨城県北相馬郡利根町布川 841-1
tel 0297-68-2211（代表）
fax 0297-68-7990

T O N E 　 I n f o r m a t i o n

イ
ベ
ン
ト
・
講
習

　
第
12
回
利
根
町
『
町
民
絵
画
展
』
は
、
小
・
中

高
校
生
に
加
え
、
絵
画
愛
好
家
な
ら
誰
で
も
参
加

で
き
る
作
品
公
募
展
で
す
。
奮
っ
て
ご
応
募
く
だ

さ
い
。

▼�

展
示
会
期

　
利
根
町
図
書
館　
8
月
6
日
㈫
～
8
月
11
日
㈰

午
前
９
時
～
午
後
５
時
（
最
終
日
は
午
後
１
時

終
了
）

文
化
セ
ン
タ
ー　
8
月
6
日
㈫
～
8
月
10
日
㈯

午
前
９
時
～
午
後
５
時

▼
場
所　
利
根
町
図
書
館
２
階
お
よ
び
利
根
町
文

　
化
セ
ン
タ
ー

▼�

応
募
資
格　
小
学
生
以
上
の
町
内
在
住・在
学・

在
勤
・
所
属
団
体
の
会
員
の
方

▼�

応
募
作
品
　
日
本
画
、
油
彩
、
ア
ク
リ
ル
、
パ

ス
テ
ル
、
水
彩
、
色
鉛
筆
、
水
墨
、
鉛
筆
、
ペ

ン
、
ち
ぎ
り
絵
ほ
か

▼
応
募
締
め
切
り
日　
６
月
30
㈰
必
着

第
12
回
利
根
町
『
町
民
絵
画
展
』
開
催

に
伴
う
出
品
作
品
募
集
の
お
知
ら
せ

▼�

期
日　
６
月
16
日
㈰
～
９
月
29
日
㈰
︵
日
曜
日

の
み
の
14
日
間
）

▼�

時
間　
午
前
９
時
～
午
後
５
時
（
昼
休
み
１
時

間
）
内
容
に
よ
り
短
縮
さ
れ
ま
す
。

▼
募
集
人
員　
20
名

▼�

受
講
料
　
無
料　
テ
キ
ス
ト
代（
６
０
０
０
円
）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
加
入
代
（
３
９
２
円
）

▼
申
込
期
限　
５
月
22
日
㈬　
必
着

▼
会
場　
茨
城
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

　
ラ
ー
ク
・
ハ
イ
ツ
会
議
室

▼�

対
象
者　

母
子
家
庭
の
母
、
父
子
家
庭
の
父
、

寡
婦
の
方
で
全
日
程
出
席
で
き
、
今
後
就
労
を

希
望
す
る
方

▼�

申
し
込
み　
申
し
込
み
用
紙
は
子
育
て
支
援
課

に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
茨
城
県
母
子
寡
婦
福
祉

連
合
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

▼�

そ
の
他　

託
児
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
ま
す
。

（
２
歳
児
以
上
小
学
生
ま
で
）

　
母
子
家
庭
等
と
な
っ
て
７
年
未
満
の
方
で
前
年

　
度
の
所
得
が
一
定
以
下
の
方
は
、
交
通
費
の
一

　
部
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

▼�

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　

　
社
会
福
祉
法
人
茨
城
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合　

　
会　
母
子
・
父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
２
９
‐
２
２
１
‐
８
４
９
７

　
F
A
X　
0
2
9
‐
２
２
１
‐
８
６
１
８

▼�

応
募
要
項
の
配
布　
役
場
１
階
、
利
根
町
文　

化
セ
ン
タ
ー
、
利
根
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、

利
根
町
図
書
館
、
利
根
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

に
設
置
の
「
応
募
要
項
」
を
ご
覧
い
た
だ
き
、

ご
応
募
く
だ
さ
い
。

▼�

問
い
合
わ
せ
先　
事
務
局　
箱
岩

　
☎
０
８
０
‐
３
２
５
１
‐
５
６
８
５

母
子
家
庭
等
自
立
促
進
講
習
会
の
お
知

ら
せ
（
介
護
職
員
初
任
者
研
修
）

　
利
根
町
生
涯
学
習
課
で
は
、
地
域
特
性
を
生
か

し
た
生
涯
学
習
の
ま
ち
づ
く
り
を
目
的
に
、「
音

の
ま
ち
Ｔ
Ｏ
Ｎ
Ｅ
ふ
れ
あ
い
コ
ン
サ
ー
ト
」
推
進

事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
Ｔ
Ｏ
Ｎ
Ｅ
を
英
語
に
す
る
と
「
ト
ー
ン
」
と
読

み
ま
す
が
、
意
味
は
「
音
・
音
色
・
響
き
」
と
な

り
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
実
施
し
て
い
る
生
涯
学

習
事
業
で
す
。

　

次
の
と
お
り
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
ま
す
の

で
、
多
数
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

▼
日
時　
６
月
1
日
㈯　
開
場　
午
後
０
時
30
分

　
開
演　
午
後
１
時

▼
場
所　
利
根
町
文
化
セ
ン
タ
ー　
多
目
的
ホ
ー
ル

▼
入
場
料　
無
料

▼�

そ
の
他　

マ
ス
ク
の
着
用
は
任
意
と
し
ま
す
。

ま
た
、
感
染
症
の
状
況
に
よ
り
公
演
の
内
容
変

更
、
中
止
と
な
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。

▼�

主
催　
利
根
町
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

　
音
の
ま
ち
Ｔ
Ｏ
Ｎ
Ｅ
推
進
委
員
会

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

�

生
涯
学
習
課　
社
会
教
育
係

　
☎
6８
‐
２
２
１
１
（
内
線
４
２
２
）

第
2３
回
音
の
ま
ち
Ｔ
Ｏ
Ｎ
Ｅ
ふ
れ
あ
い

コ
ン
サ
ー
ト
開
催
の
ご
案
内

050-5445-2856

受診を迷ったり・誰かに相談したいとき

18令和 6年 5月（No.722）19 令和 6年 5月（No.722）

キリトリ

のりしろ

の
り
し
ろ

の
り
し
ろ

題　名

〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性　別 
ご住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　齢

（ふりがな）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号 
お　名　前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日中連絡のとれる）

本意見の回答を
□　希望する　　　※回答を希望する場合、 
□　希望しない　　　ご住所、お名前、電話番号を必ずご記載ください。

この線に沿って内側に折り畳んでください。

「町長への手紙」

町全体の課題として共有していくため、町公式ホームページなどで公開することを  □  承諾する □  承諾しない
※チェックがない場合は、承諾しないものとして扱います。

「
町
長
へ
の
手
紙
」
の
使
い
方

・�
町
長
へ
の
手
紙
は
、
切
手
不
要
の
便
せ
ん
（
封
筒
）

に
な
っ
て
い
ま
す
。

・�

用
紙
を
キ
リ
ト
リ
線
で
切
り
離
し
、「
の
り
し
ろ
」

の
部
分
に
の
り
を
付
け
、
記
入
い
た
だ
い
た
ご
意
見

が
内
側
に
な
る
よ
う
二
つ
に
折
っ
て
貼
り
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。
切
手
を
貼
ら
ず
に
郵
便
ポ
ス
ト
へ
投
函

し
て
く
だ
さ
い
。

・�

こ
の
便
せ
ん
は
、
令
和
7
年
３
月
31
日
ま
で
使
用
で

き
ま
す
。

▼
回
答
で
き
な
い
事
例

　

ご
意
見
な
ど
の
内
容
が
、
次
に
該
当
す
る
場
合
は
、

回
答
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
内
容
、
趣
旨
が
不
明
な
も
の

●
特
定
の
個
人
や
団
体
を
ひ
ぼ
う
中
傷
す
る
も
の

●
営
利
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の

●
公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の

●�

架
空
名
義
や
第
三
者
へ
の
な
り
す
ま
し
と
判
明
し
た

も
の

●
町
が
担
当
す
る
事
務
で
な
い
も
の

●
そ
の
他
、
町
が
不
適
当
と
認
め
た
も
の

▼
公
開
基
準

　
町
民
の
皆
さ
ま
と
の
「
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
」
の
推

進
と
開
か
れ
た
町
政
の
実
現
を
目
指
す
た
め
、
町
長
へ

の
手
紙
と
そ
れ
に
対
す
る
回
答
を
公
開
し
て
い
ま
す
。�

　
公
開
の
対
象
と
す
る
も
の
は
、
町
長
へ
の
手
紙
の
う

ち
、
町
が
文
書
で
回
答
し
、
差
出
人
よ
り
公
開
を
承
諾

す
る
旨
の
意
思
表
示
が
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
た
だ

し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
除
き
ま
す
。

●
個
人
が
特
定
さ
れ
る
も
の

●�

す
で
に
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
と
お
お
む
ね
同
一
の

内
容
ま
た
は
類
似
し
て
い
る
も
の

●
そ
の
他
、
公
開
の
目
的
に
適
さ
な
い
と
判
断
し
た
も
の


